
第２６８号 令和５年２月１日

１ ２１ ２ 月月 定 例定 例 会会

◆直方市個人情報の保護に関する法律施行条例

　を制定

◆令和４年度直方市一般会計補正予算を可決

主　な　内　容

  【１２月定例会】

　P.2　提出議案とその結果　　　P.5　意見書　　

　P.3　賛否の分かれた議案　　　　　  一般質問      

　     　質疑　　　　　　　　　　P.10　水仙　　　

　　　  委員会の審査

本 会 議 情 報
　一般質問や質疑等の詳細について　一般質問や質疑等の詳細について

は、録画配信または会議録を御覧くだは、録画配信または会議録を御覧くだ

さい。さい。

　録画配信は、議会が開催された日の　録画配信は、議会が開催された日の

約 1 週間後に公開します。また会議約 1 週間後に公開します。また会議

録は、次の定例会の約 1 週間前に公録は、次の定例会の約 1 週間前に公

開します。開します。
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条例

議案第 75 号 直方市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 原案可決

議案第 76 号 直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 77 号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に
ついて

原案可決

議案第 78 号 直方市職員定数条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 79 号
直方市議会議員及び直方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を
改正する条例について

原案可決

議案第 80 号 直方市都市公園条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 91 号 直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 92 号 直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 93 号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 94 号 直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

その他

議案第 81 号 直方市文化施設指定管理者の指定について 原案可決

議案第 82 号 直鞍産業振興センター指定管理者の指定について 原案可決

議案第 83 号 植木桜づつみ公園指定管理者の指定について 原案可決

議案第 84 号 市道路線の認定について 原案可決

意見書案 10 号
不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める
意見書

原案可決

人事

選挙第 1 号 直方市・北九州市岡森用水組合議会議員補欠選挙 選　挙

予算

議案第 74 号 専決処分事項の承認について（令和４年度直方市一般会計補正予算（第４号）） 承　認

議案第 85 号 令和４年度直方市一般会計補正予算（第５号） 原案可決

議案第 86 号 令和４年度直方市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第 87 号 令和４年度直方市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第 88 号 令和４年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第 89 号 令和４年度直方市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第 90 号 令和４年度直方市下水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第 95 号 令和４年度直方市一般会計補正予算（第６号） 原案可決

議案第 96 号 令和４年度直方市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 原案可決

議案第 97 号 令和４年度直方市介護保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第 98 号 令和４年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第 99 号 令和４年度直方市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第 100 号 令和４年度直方市下水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第 101 号 令和４年度直方市一般会計補正予算（第７号） 原案可決

１２月定例会に提出された議案等とその結果
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曻

第 75 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 欠 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 76 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 欠 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 101 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 欠 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

意見書案
第 10 号 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 棄 ○ ○ ○

○：賛成、×：反対、欠：欠席、棄：棄権

－：議長には賛成・反対の意思表示をする表決権がありませんが、賛成・反対が同数になった場合、可否を決める裁決権があります。

※その他の結果については、全会一致で賛成となっています。
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議案番号 議案名 発言者 質疑項目

第 74 号 専決処分事項の承認について（令和４
年度直方市一般会計補正予算（第４号）） 那須 和也 【歳出】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

第 75 号 直方市個人情報の保護に関する法律施
行条例の制定について 渡辺 和幸 行政機関等匿名加工情報の制度運用に関して　ほか

第 85 号
令和４年度直方市一般会計補正予算

（第５号）

渡辺 和幸
【歳入】ふるさと納税　ほか

【歳出】平成筑豊鉄道原油価格高騰対策負担金

那須 和也 【歳出】原油価格・物価高騰等臨時特別給付金　ほか

紫村 博之 【歳出】乳幼児紙おむつ等物価高騰対策費補助金　ほか

宮園 祐美子【歳出】福岡県畜産振興総合対策事業費補助金　ほか

渡辺 克也 【歳出】測量設計委託料　ほか

第 101 号
令和４年度直方市一般会計補正予算

（第７号）

安永 浩之 【歳出】高齢者物価高騰等緊急支援金

那須 和也 【歳出】直方市大規模宴会場等事業継続支援給付金

渡辺 和幸 【歳出】プレミアム付商品券事業費補助金

野下 昭宣 【歳出】全般

質  疑

直
方
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　　
今
回
の
改
正
に
伴
う
目
的
に

つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
個
人
情
報

保
護
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
各
自
治
体
が
条
例
に
基
づ

き
適
正
に
管
理
し
て
き
た
が
、

今
回
の
改
正
に
よ
り
法
律
に
よ

る
運
用
に
変
わ
っ
た
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
個
人
情
報
の
保
護

を
目
的
と
し
た
制
度
の
た
め
、

現
行
の
条
例
と
法
律
に
基
づ
く

条
例
に
基
本
的
に
大
き
な
違
い

は
な
い
が
、
現
行
の
条
例
の
水

準
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
対
応

し
て
い
き
た
い
と
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

各

常

任

委

員

会

　
12
月
６
日
、
８
日
に
開
催
さ

れ
付
託
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て

審
査
し
た
主
な
内
容
で
す
。

総
務
常
任
委
員
会

賛否の分かれた議案

　１２月定例会で質疑が行われた議案については以下のとおりです。
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地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　
定
年
後
に
勤
務
を
継
続
す
る

場
合
の
異
動
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
尋
ね

ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
職
員
が
60

歳
に
達
す
る
年
度
の
前
年
度
に
、

定
年
以
後
の
勤
務
形
態
等
に
つ

い
て
本
人
の
意
思
確
認
を
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

通
常
の
職
員
と
同
様
に
職
務
希

望
調
査
も
実
施
し
、
判
断
す
る

と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
専
門
職
等
の
場
合
、

異
動
先
に
よ
っ
て
は
技
能
や
経

験
を
生
か
せ
な
い
よ
う
な
状
況

も
想
定
さ
れ
る
が
、
定
年
後
も

本
人
の
能
力
が
生
か
せ
る
職
場

の
配
慮
は
で
き
な
い
か
尋
ね
ま

し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
今
後
の
運

用
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
形
に

し
て
い
く
か
は
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
が
、
本
人
の
意
向

や
意
思
表
示
は
事
前
に
確
認
し

た
上
で
進
め
て
い
く
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）
の
う
ち

所
管
分
に
つ
い
て

　　
こ
の
議
案
で
は
、
０
か
ら
２

歳
児
の
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
に

紙
お
む
つ
代
等
を
補
助
す
る
事

業
や
、
高
校
生
等
を
扶
養
す
る

保
護
者
に
対
し
１
名
に
つ
き

３
万
円
の
支
援
金
を
支
給
す
る

事
業
な
ど
、
昨
今
の
物
価
高
騰

を
受
け
て
、
市
民
生
活
を
支
援

す
る
た
め
の
予
算
等
が
計
上
さ

れ
ま
し
た
。

　
令
和
５
年
１
月
以
降
、
妊
娠

届
出
時
に
５
万
円
、
出
生
届
出

時
に
５
万
円
支
給
さ
れ
る
出
産
・

子
育
て
応
援
交
付
金
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
、
支
給
対
象
者
は
妊

娠
届
出
時
は
妊
婦
と
い
う
こ
と

だ
が
、
出
生
届
出
後
は
誰
に
な

る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
出
生
届
出

後
は
子
を
養
育
し
て
い
る
者
が

支
給
対
象
と
な
る
と
の
回
答
が

あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
出
産
・
育
児
に
つ
な

が
る
効
果
的
な
交
付
金
と
な
る

よ
う
、
適
切
な
対
象
者
へ
交
付

す
る
の
た
め
の
検
討
は
し
て
い

る
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
今
後
国
か

ら
示
さ
れ
る
手
続
き
要
綱
等
を

確
認
の
上
、
事
業
を
実
施
し
て

い
く
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
他
、
来
年
度
か
ら
直
方

北
小
学
童
ク
ラ
ブ
の
増
設
に
伴

い
必
要
と
な
る
予
算
が
計
上
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
　

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
７
号
）
の
う
ち

所
管
分
に
つ
い
て

　　
こ
の
議
案
で
は
、
65
歳
以
上

の
高
齢
者
が
い
る
世
帯
に
１
世

帯
に
つ
き
１
万
円
を
給
付
す
る

事
業
に
係
る
予
算
が
計
上
さ
れ
、

そ
の
支
援
金
（
高
齢
者
物
価
高

騰
等
緊
急
支
援
金
）
に
つ
い
て
、

今
後
の
給
付
ま
で
の
流
れ
を
尋

ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
基
準
日
の

令
和
５
年
１
月
１
日
以
降
に
対

象
者
を
抽
出
し
、
１
月
下
旬
に

振
込
に
つ
い
て
の
案
内
書
を
送

付
。
そ
の
後
、
変
更
や
受
取
辞

退
の
受
付
を
行
い
、
支
給
対
象

者
が
確
定
次
第
、
口
座
振
込
デ

ー
タ
を
作
成
し
、
２
月
末
に
支

給
を
開
始
し
た
い
と
考
え
て
い

る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
か
ら
は
、
支
援
金
の

支
給
に
当
た
っ
て
は
、
本
来
の

業
務
に
加
え
新
た
な
業
務
が
発

生
す
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人

員
と
時
間
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

令
和
４
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
７
号
）
の
う
ち

所
管
分
に
つ
い
て

　　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

費
補
助
金
に
つ
い
て
、
過
去
、

市
内
、
市
外
居
住
者
問
わ
ず
販

売
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
販

売
で
、
市
内
居
住
者
を
優
先
し

た
販
売
を
行
う
考
え
が
あ
る
の

か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
直
近
の
プ

レ
ミ
ア
ム
率
20
％
の
商
品
券
発

行
で
の
購
入
者
の
内
訳
は
、
市

内
居
住
者
が
約
70
％
、
市
外
居

住
者
が
約
30
％
で
あ
り
、
市
内

外
問
わ
ず
発
行
し
た
と
し
て
も
、

市
内
居
住
者
に
対
す
る
一
定
の

経
済
的
支
援
に
も
な
っ
て
い
る

と
判
断
し
て
い
る
。
事
業
の
目

的
が
市
内
事
業
者
の
支
援
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
回
に
つ

い
て
も
市
内
外
の
居
住
を
問
わ

ず
誰
で
も
購
入
で
き
る
ス
キ
ー

ム
は
維
持
し
つ
つ
、
購
入
限
度

額
を
３
万
円
に
引
き
下
げ
、
当

選
者
数
を
よ
り
増
や
す
こ
と
に

よ
り
、
市
内
居
住
者
が
一
層
購

入
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い

き
た
い
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。

　
委
員
会
か
ら
は
、
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
の
販
売
に
つ
い
て

は
、
市
内
居
住
者
優
先
の
販
売

を
行
っ
て
ほ
し
い
と
の
声
が
多

く
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
内
居
住

者
優
先
の
販
売
方
法
に
つ
い
て
、

事
業
主
体
の
商
工
会
議
所
と
協

議
を
行
う
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
直
方
市
大
規
模
宴
会

場
等
事
業
継
続
支
援
給
付
金
に

つ
い
て
、
今
回
の
支
援
給
付
金

の
対
象
と
な
る
宴
会
場
の
要
件

と
大
規
模
宴
会
場
の
み
を
支
援

す
る
理
由
は
何
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
対
象
と
な

る
宴
会
場
の
要
件
は
、
市
内
に

事
業
所
を
有
す
る
法
人
及
び
個

人
事
業
者
で
、
事
業
を
行
う
施

設
内
に
70
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、

50
人
以
上
を
収
容
で
き
る
宴
会

場
等
を
有
す
る
事
業
者
と
し
て

い
る
。
中
小
規
模
の
飲
食
店
に

対
し
て
は
、
昨
年
９
月
か
ら
本

年
１
月
に
実
施
し
た
「
食
べ
る

ト
ラ
ベ
ル
40
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
」
の
発
行
に
よ
り
、
市

内
外
の
方
々
へ
飲
食
店
へ
の
利

用
促
進
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
小
規
模
企
業

教
育
民
生
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

過
分
な
時
間
外
勤
務
が
発
生
し

な
い
よ
う
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
人
員
を
確
保
し
、
職
員
の
健

康
管
理
も
し
っ
か
り
行
い
つ
つ
、

速
や
か
に
実
施
し
て
い
く
よ
う

要
望
し
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。



5
のおがた議会だより

　
今
定
例
会
で
は
、
次
の
意
見

書
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果

可
決
し
ま
し
た
。
可
決
し
た
意

見
書
を
、
関
係
行
政
庁
等
に
送

付
し
ま
し
た
。

◎
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
し
て

多
様
な
学
習
機
会
の
確
保
の
た

め
の
経
済
的
支
援
制
度
の
確
立

を
求
め
る
意
見
書

　
送
付
先
は
、
衆
議
院
議
長
、

参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官
、
総
務
大
臣
、

財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
で

す
。

意 

見 

書

者
に
対
し
て
は
、
一
律
５
万
円

を
支
給
す
る
「
小
規
模
企
業
者

物
価
高
騰
対
策
給
付
金
」
を
予

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
規

模
宴
会
場
の
み
を
対
象
と
し
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
か
ら
は
、
同
じ
く
コ

ロ
ナ
禍
及
び
原
油
価
格
・
物
価

高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
中
、

支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

中
規
模
の
飲
食
店
に
対
し
て
、

今
後
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
、

及
び
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く

市
内
飲
食
店
の
市
職
員
の
積
極

的
な
利
用
に
つ
い
て
働
き
か
け

を
行
う
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

質
問

答
弁

澄
田
和
昭
　
議
員

　
　
　
指
定
管
理
者
の
選
考
に

つ
い
て

　
昨
年
度
か
ら
指
定
管
理
を
公

募
し
た
施
設
で
市
外
業
者
が
選

考
さ
れ
て
い
る
。
候
補
者
の
選

考
基
準
は
何
に
重
点
を
置
い
て

い
る
の
か
、
ま
た
市
内
業
者
と

市
外
業
者
と
の
差
が
ど
の
く
ら

い
あ
る
の
か
。
選
考
委
員
の
任

命
に
問
題
は
な
い
の
か
、
中
小

企
業
振
興
条
例
に
基
づ
い
た
今

後
の
指
定
管
理
者
選
考
の
あ
り

方
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
候
補
者
の
選
定
は
、
住

民
の
平
等
な
利
用
を
確
保
で
き

る
こ
と
、
管
理
経
費
の
縮
減
が

図
ら
れ
る
こ
と
、
管
理
を
安
定

し
て
行
う
物
的
・
人
的
能
力
を

有
す
る
こ
と
、
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
を
選
定
の
原
則

質
問

答
弁 渡

辺
幸
一
　
議
員

一

般

質

問

　
12
月
定
例
会
の
一
般
質
問

は
、
11
月
28
日
か
ら
12
月
１
日

ま
で
の
４
日
間
行
わ
れ
、
14
名

の
議
員
が
市
政
に
つ
い
て
質
問

し
ま
し
た
。
一
般
質
問
は
、
議

案
と
関
係
な
く
市
政
全
般
に
わ

た
り
執
行
機
関
に
対
し
て
執
行

状
況
や
将
来
に
対
す
る
方
針
な

ど
に
つ
い
て
所
信
を
尋
ね
た

り
、
報
告
、
説
明
を
求
め
る
も

の
で
す
。

　
　
　
直
方
藩
誕
生
４
０
０
年

記
念
行
事
に
関
す
る
直
方
市
の

取
り
く
み
に
つ
い
て

　
４
０
０
年
と
い
う
節
目
の
取

組
と
し
て
、
た
だ
記
念
行
事
を

行
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に

つ
な
げ
る
取
組
と
す
る
た
め
の

方
針
に
つ
い
て
問
う
。
具
体
的

に
は
、
将
来
の
観
光
に
つ
な
げ

る
た
め
に
、
未
来
を
担
う
若
い

世
代
へ
の
周
知
徹
底
等
に
つ
い

て
。

　
　
　
か
つ
て
「
城
下
町
」
が

存
在
し
、
様
々
な
文
化
の
中
心

地
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
現
在
も

そ
の
時
代
の
文
化
が
継
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
多
く
の
市
民
が

知
る
い
い
機
会
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
兄
弟
藩
の「
秋
月
藩
」

を
抱
え
る
朝
倉
市
や
、
文
化
財

保
護
団
体
、
観
光
協
会
等
と
連

携
し
て
、
盛
り
上
げ
て
い
く
。

そ
し
て
、
将
来
に
向
け
た
歴
史

文
化
の
伝
承
は
大
切
で
あ
り
、

直
方
の
歴
史
を
つ
な
ぎ
、
発
信

し
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
。

ま
た
、
文
化
財
、
遺
跡
の
保
護

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
学
び
に

つ
な
げ
、
人
材
育
成
に
も
つ
な

げ
た
い
。

と
し
て
い
る
。
選
考
委
員
は
、

大
学
院
教
授
や
金
融
機
関
職
員
、

税
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、

市
民
代
表
の
方
に
お
願
い
を
し

て
い
る
が
、
対
象
と
な
る
施
設

の
専
門
家
を
任
命
し
た
実
績
は

な
い
。

　
今
後
の
指
定
管
理
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
、
経
費
の
削
減
が
前
提

と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中

小
企
業
振
興
の
観
点
か
ら
も
、

地
元
企
業
の
自
主
的
な
努
力
を

し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く

こ
と
で
、
事
業
者
の
育
成
に
努

め
て
い
き
た
い
。

▲ 一般質問 (YouTube)
　はこちらを C H E C KC H E C K


